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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ある表面の上の潜在指紋を検出するための方法において、
　金属基板の全体にわたり一定の電位を与える工程と、
　前記金属基板の表面上の潜在指紋の少なくとも局部、部分、または全体に一致する位置
において差動電荷密度を生成する工程と、
　前記表面上の潜在指紋の少なくとも局部、部分、または全体に一致する位置に選択的に
引き付けられ、あるいは、前記表面上の潜在指紋の少なくとも局部、部分、または全体と
は一致しない位置から選択的に反発されるために、導電性粉末を含んでいる検出要素を配
備する工程と、
　表面上の潜在指紋の少なくとも局部、部分、または全体を探索し、及び検出する工程と
からなる、ある表面の上の潜在指紋を検出するための方法。
【請求項２】
　前記差動電荷密度を生成する工程において、前記潜在指紋の少なくとも局部、部分、ま
たは全体に一致する位置では、前記潜在指紋の少なくとも局部、部分、または全体とは一
致しない位置よりも低い電荷密度が生成される、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　２．５ｋＶの大きさの電場が加えられる、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記導電性粉末を前記潜在指紋の少なくとも局部、部分、または全体に一致する表面に
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引き付ける、請求項１乃至３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　前記導電性粉末に被覆されたセラミックビードからなる検出素子を使用することによっ
て、前記セラミックビードから前記導電性粉末の少なくとも一部が剥離し、及び前記潜在
指紋の少なくとも局部、部分、または全体に一致する表面に引き付けられることで、前記
潜在指紋を視認可能とさせる、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　前記導電性粉末をエアゾールスプレーを用いて前記表面に配備することによって、前記
潜在指紋の少なくとも局部、部分、または全体に一致する表面に前記導電性粉末を引き付
けて、前記潜在指紋を視認可能とさせる、請求項４に記載の方法。
【請求項７】
　前記エアゾールノズルに電位を与える工程をさらに備える、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記表面に結合させるために、前記導電性粉末を加熱する工程をさらに備える、請求項
１～７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　一定の表面に堆積した潜在指紋の少なくとも局部、部分、または全体を検出するための
装置において、金属基板の全体にわたって電場を加えるための手段と、導電性粉末を含ん
でいる検出要素とを備え、前記導電性粉末は前記表面のうち前記潜在指紋の少なくとも局
部、部分、または全体に一致する位置に選択的に引き付けられ、あるいは、前記一致する
位置から反発力を受ける、装置。
【請求項１０】
　電場を加えるための前記手段は電場を与えることによって、前記潜在指紋の少なくとも
局部、部分、または全体に一致する位置では、当該位置を取り囲む領域よりも電荷密度を
低くする、請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　前記電場の大きさは２．５ｋＶである、請求項９に記載の装置。
【請求項１２】
　前記導電性粉末は前記潜在指紋の少なくとも局部、部分、または全体に一致する位置に
引き付けられて、前記潜在指紋を視認可能とする、請求項９乃至１１のいずれか一項に記
載の装置。
【請求項１３】
　前記検出要素は導電性粉末に被覆されたセラミックビードからなる、請求項９～１２の
いずれか一項に記載の装置。
【請求項１４】
　前記導電性粉末は使用時に前記セラミックビードから剥離し、前記潜在指紋の少なくと
も局部、部分、または全体に一致する位置に引き付けられることが可能となる、請求項１
３に記載の装置。
【請求項１５】
　前記検出要素はエアゾールスプレーからなる、請求項９～１４のいずれか一項に記載の
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指紋を検出する装置および方法一般に関するが、これらに限定されない。本
発明は、より詳細には、堆積指紋部の領域の周囲表面に対して、差分の電荷密度を生成す
ることによって指紋を検出するための装置および方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　指紋残渣の漏出分泌物（アミノ酸）および／または脂肪分泌物（脂肪酸）との化学反応
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を用いた、金属上または他の表面上に堆積した指紋の探索および検出は広く知られている
。潜在指紋を検出する他の方法としては、電気化学反応または還元／酸化（酸化還元）反
応に対する絶縁体として指紋残渣を用いるものがある。指紋が堆積した表面が、（水性の
漏出分泌物が除去され）濡れている場合、または（脂肪分泌物が除去され）破損した場合
、このような方法は通常適切ではない。たとえば、外気にさらす、または清掃することに
より表面が濡れる、または破損することがある。
【０００３】
　他の公知の技術では、指紋が堆積した金属表面と金属プローブとの間の電位差を測定す
る。この技術は、電気的に接続された異なる金属は互いにその金属の「仕事関数」により
決定される電位差をもつという、１９世紀のロード・ケルビンによる発見を活用している
。特定の金属の「仕事関数」は、金属表面からの電子の離れ易さの目安となる。指紋堆積
部に見られる化学物質は、金属表面を腐食させる。指紋によって腐食すると、その金属の
仕事関数は変化する。したがって、仕事関数に基づいた技術は、指紋が堆積したと思われ
る金属の表面全体における仕事関数の差の測定に依存したものであり、これが時間を要す
る無計画な処理になり得ることは明らかである。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　さまざまな表面に堆積した指紋は、たとえば行為を隠そうとする人々によって屋外状況
にさらされた場合、または清掃された場合でさえ探索および識別が可能となることが望ま
しい。本発明は、各種材料での使用に適した潜在指紋の検出装置および検出方法を提供す
ることにより、従来技術の問題の少なくとも１つまたは幾つかを回避または軽減（たとえ
ば、指紋残渣が小さくなる）するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は第１の態様によると、表面に堆積した指紋の少なくとも一部を探索および検出
する方法および／または装置であって、表面に堆積した指紋の少なくとも一部の位置に一
致して差動電荷密度を生成すべく電場を設定する手段と、検出要素とを備える。本方法お
よび／または本装置において、検出要素は、指紋堆積部の領域の差動電荷密度に一致した
表面に選択的に引き付けられ、または反発し、表面に堆積した指紋の少なくとも一部が探
索可能および検出可能となる。
【０００６】
　好適には、指紋堆積部の表面の電荷密度が、表面の周囲領域の電荷密度よりも低くなる
ように電場が設定される。電場の設定は、表面に電位差が生じるように行われてもよい。
電場は、たとえば０ｋＶ～５ｋＶ、０ｋＶ～３ｋＶ、２．５ｋＶの大きさであってもよい
。
【０００７】
　加えてまたは代替として、検出要素は導電性粉末（たとえば、表面に塗布可能な黒色の
導電性粉末）を含有していてもよく、たとえば堆積指紋部またはその一部の領域または位
置において、導電性粉末は堆積した指紋またはその一部に選択的に引き付けられ、あるい
は反発することにより、堆積指紋部またはその一部が可視化される。
【０００８】
　検出要素は、上記の導電性粉末または他の導電性粉末で被覆されたセラミックビードを
含んでもよい。堆積指紋部またはその一部の位置において、導電性粉末またはその少なく
とも一部はセラミックビードから除去されてもよい。また指紋堆積部に引き付けられても
よく、または反発してもよい。これにより、堆積指紋部またはその一部の可視化が行われ
る。検出要素はエアゾールスプレーを含んでもよい。エアゾールスプレーは粉末、たとえ
ば、指紋またはその一部の領域または位置において堆積指紋部またはその一部に引き付け
られる、または反発する導電性粉末を含んでもよい。これにより、たとえば堆積指紋部ま
たはその一部の可視化が行われる。
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【０００９】
　本発明は第２の態様は、不規則な形状の物体に電位を印加する装置を提供する。この装
置は、第１クランプ手段と、支持面と、一対の接触部とを備え、第１クランプ手段と支持
面の間には物品が保持可能であり、一対の接触部はクランプと支持面との間に保持される
物品に接触する。接触部の少なくとも一つは上記物体の異なる部分に対応するために往復
可能な部分を備える。
【００１０】
　好ましくはクランプ手段と支持面の一方または両方は、互いに近づき離れて往復可能で
ある。好ましくはクランプ手段と支持面の一方または両方は、回転可能である。
　接触部の少なくとも一つは、上記往復可能な部分を供給するバネを備えることが好まし
い。加えてまたは代替として、他の弾性手段を備えてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態による潜像指紋の少なくとも一部の検出に適した装置を示す
模式図。
【図２】図１に示す装置の線ＡＡにおける断面図。
【図３】図１に示すブラスロッドとブロンズプランジャ接触部の構成を詳細に示す側面図
。
【図４】図１に示すクランプ機構の詳細を示す側面図。
【図５Ａ】堆積から５日後、ブラス上に堆積した指紋の皮膚紋理の詳細な発達を示す図で
あり、水、アセトン、さらに水での洗浄後に見られる酸化還元の腐食程度を示す画像。
【図５Ｂ】堆積から５日後、ブラス上に堆積した指紋の皮膚紋理の詳細な発達を示す図で
あり、後に静電強化を行った同一の指紋を示す画像。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　添付の図面を参照し、本発明の実施形態を一例として説明する。
　本明細書の記載および図示の例示的方法では、指紋が堆積した金属試料に２．５ｋＶの
大きさの電位を印加する。印加した電位差により、試料物質の表面に電荷密度が生成され
る。（破損する、または濡れる前に）指紋が堆積した場所において、電荷密度は試料表面
の周囲領域の電荷密度とは異なる。これは、指紋堆積部の化学物質が金属試料でもつ効果
、すなわち、金属表面の腐食による。その後以下に記載する２つの方法のうち少なくとも
１つを用いて、導電性粉末を塗布する。導電性粉末は、指紋に引き付けられて付着する。
【００１３】
　図１は装置２内にクランプ固定された試料物質１０上の潜像指紋５０（図１では略）を
検出する装置２の略図である。装置２は、支持フレーム２４と、支持フレーム２４の対向
部分に回転可能に搭載された一対の円板またはディスク１４と、円板１４の一つの外面か
らフレーム２４を介して延伸するクランクハンドル２２と、一対のロッド１６と、高電圧
ユニット（図示せず）とを備える。
【００１４】
　図２，４に明確に示すように、各円板１４は４つのクランプ機構１２を備える。このク
ランプ機構１２は、試料物質１０に接触するまで、円板１４の半径方向内側または外側に
向かって完全に調整可能である。各クランプ機構１２は、ネジおよびボルト構造３２によ
ってクランプ部材３４に取り付けられるクランプ板３０により、円板１４に調整可能に載
置される。クランプ機構１２は、クランプ１２同士の間で大きさが変化する（図示せず）
試料物質１０をクランプ固定可能にするよう、円板において完全に調整可能である。
【００１５】
　円板１４は、ハンドル２２または他の適切な機構を用いて回転主軸Ｘを中心に回転可能
である。本実施形態において、クランプ固定した試料物質１０は不規則な形状をしたブラ
ス物体である。このブラス物体には、表面に見知らぬ人の指紋が堆積しているとする。
【００１６】
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　本実施形態において、ロッド１６はブラス製であるが、他の適切な導電材を用いてもよ
い。図３により明確に示すように、各ロッド１６はプランジャ接触部２０を備える。この
プランジャ接触部２０は、本実施形態においてバネ２１によりロッド端部に搭載されてい
るが、他の適切な付勢手段を用いてもよい。ロッド１６は、使用される試料物質１０に向
かって装置２の内側に延伸するよう、たとえばグラブネジ１８でフレーム２４に調整可能
に搭載される。この構成により、使用中、試料物質１０に対してプランジャ接触部２０が
確実に接触するようロッド１６の調整が可能である。バネ２１により、プランジャ接触部
２０は回転する試料物質１０の不規則な形状の表面輪郭に調整可能および追従可能となる
。
【００１７】
　使用時、高電圧ユニット（図示せず）によりブランデンベルグ３５９０シリーズ高電圧
モジュールの電位が与えられる。このユニットは、０ｋＶ～２．５ｋＶの連続可変の電位
を生成できる。
【００１８】
　異なる電位を生成する他の高電圧モジュールを使用してもよい。
　導電性ブラスロッド１６を介して、２．５ｋＶの大きさの電位が印加される。電圧が大
きいほど、より大きな影響があることが観察された。したがって、２．５ｋＶより高い電
圧により、潜像指紋の検出および識別を十分可能にする異なる電荷密度が生成される。本
発明は２．５ｋＶの電位の印加のみに限定されないこと、またより低い電位またはより高
い電位が印加可能であることは当業者に明らかである。
【００１９】
　試験時に回転可能または傾斜可能となるよう試料物質を堅固にクランプ固定する適切な
手段を使用できること、また本発明は図１～４に記載のクランプおよび板の機械的構成の
みに限定されないことも、当業者には明確であろう。たとえば、２つ、３つ、またはそれ
以上のクランプ１２および／または他の種類のクランプ（図示せず）が使用可能である。
【００２０】
　装置２は、非金属（すなわち、絶縁）試料物質１０上の指紋の強化に使用されてもよい
。非金属物体は、上記の図１～図４に記載の方法と同様にクランプ固定されるか、あるい
はクランプ固定可能である。ただし、ロッド１６とプランジャ接触部２０が除去される。
その後、試料物質１０のいずれかの側に配置された２つの金属手段（たとえば、ブラス、
板（図示せず））により非金属試料物質１０付近に電位が印加され、相対する電極の電位
で帯電される。残渣を含む基板も極性を持つ場合、差動電荷密度の設定により、指紋残渣
が試料と反応する指紋痕跡部と、周囲領域との間で区別しなくてもよい。にもかかわらず
、指紋痕跡部はなお解像可能である。
【００２１】
　上記の装置を用いて試料物質１０の表面で潜像指紋の探索および検出を行う必要がある
場合、少なくとも２つの方法により導電性粉末を塗布できる。
　第１の方法では、球状のセラミックビードを試料物質１０へ導入する必要がある。この
セラミックビードは直径がたとえば約１０μｍであり、微粒子状（～２μｍ）の黒色導電
性粉末で被覆されている。その後、球状のセラミックビードは試料物質１０の表面に（試
料物質１０の旋回により）転がされる。被覆された球状のセラミックビードは本技術分野
では周知であり、市販されている。
【００２２】
　球状のセラミックビードは、導電性粉末を試料物質１０へ搬送するキャリアとして機能
する。ビード自身は試料物質１０に付着することはなく、ビード上の導電性粉末が付着す
る。セラミックビードは球状であるため、試料物質１０の表面を容易に移動できる。
【００２３】
　帯電した試料物質１０に球状のセラミックビードが接触すると、導電性粉末が帯電する
。ビードは試料物質１０の表面に転がされ、導電性粉末は試料物質１０の電位を得る。指
紋残渣に到達すると、周囲領域に対してこれらの領域には電位差が生じる。そして静電効
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【００２４】
　金属試料物質１０において、粒子は金属試料物質１０の電荷と等しい電荷を引き付ける
。潜像指紋に接触すると、指紋残渣部／金属腐食部の低電位が、ビードから指紋残渣部／
腐食部に一致する金属部分に電子を引き付ける。
【００２５】
　図５において、ブラス試料表面上には指紋が堆積している。試料表面は水、アセトン、
さらに再び水で洗浄される。図５Ａの画像は遺留指紋の堆積から５日後に撮影されたもの
であり、図５Ｂは本発明の方法および装置の使用により後に静電強化を行った後の同一の
指紋の皮膚紋理の詳細な発達を示す。静電強化の使用後、指紋の探索および識別が可能で
あるが、それ以前は指紋が視認されないことを示している。
【００２６】
　静電処理後、導電性粉末は通常、電荷除去後の外乱影響を受け易い。処理後、試料物質
１０をたとえば温度１５０℃まで加熱することにより、試料物質１０に粉末が結合し、よ
り耐性のある試料が生成される。
【００２７】
　非金属試料物質１０において、印加された電場は指紋残渣部内で成分を二極化し、（帯
電していない粒子が残渣部の電荷に引き付けられる（または反発する）よう促す。
　第２の方法では、通常エアゾールなどの手段によって微粒子状の導電性粉末を試料物質
１０に噴霧する。エアゾールノズルは、試料物質１０とは逆の極性の電位で帯電される。
金属試料物質１０において、帯電した導電性粉末は、指紋残渣部／腐食部と、または周囲
領域と同時に試料物質１０の低電位に引き付けられ、反転した指紋の痕跡または通常（反
転なし）の指紋の痕跡が得られる。
【００２８】
　非金属試料物質１０において、帯電した導電性粉末は、粉末の電荷とは逆の極性をもつ
残渣の分極電荷に引き付けられる。
　本発明の方法および装置は、指紋またはその一部が存在するかどうかを決定する基板の
検査を可能にすることを理解されたい。基板の全体を詳細に試験する必要がない限り、（
たとえば、複数の検査ポイントを備える試験アレイを設定することにより）この方法は迅
速に行われる。
【００２９】
　発明者らは理論に制限されることを望んでいない。しかし、この目的を達成する機構は
、金属物質に使用される場合、不純物や格子欠陥につながる金属面の腐食を生じさせると
考えられる。このような腐食により、腐食箇所において金属の抵抗率が局所的に増加し得
る。金属試料１０に電位を印加した場合、静電状態において、電荷全体が金属内の電場が
ゼロである外面に移動する。抵抗率が高くなった腐食領域は誘電体のように動作し、これ
らの領域（σ’）の電荷密度が、表面のほかの部分（σ）の電荷密度よりも低くなる。ガ
ウスの定理を用いると、ディスク上の所定ポイントの電場と電位の両方が、腐食領域の電
場および電位より低くなる。
【００３０】
　具体的には、静電均衡状態にある金属ディスクのある箇所において、αが金属外面に平
行な面の表面領域Ａを有する金属面から部分的に続くガウス表面を表すとき、ガウス表面
は以下の電荷を含む。
ｑ＝σ．Ａ．
ガウスの法則から
【００３１】
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【数１】

【００３２】
ここで、ε０は空き領域の誘電率であり、ガウス表面のすべてのポイントＥ，ｄＡは同じ
方向である。
　ガウス表面のすべてのポイントにおいてＥが同じ大きさであると仮定した場合、
【００３３】

【数２】

【００３４】
したがって
Ｅ＝ｑ／ε０Ａ
　同様の導出により、ガウス表面α’（腐食領域から導かれる）が同じ表面領域Ａを有す
る場合、
【００３５】

【数３】

【００３６】
したがって
Ｅ’＝ｑ’／ε０Ａ
ｑ’<ｑであるため、Ｅ’<Ｅとなる。
【００３７】
　さらに、距離ｄをもって離隔された２点間の電位差（?ｖ）が
【００３８】
【数４】

【００３９】
であるため、ガウス表面α’の所定点の電位は、αの電位よりも低くなる。
　本発明の範囲から逸脱することなく、さまざまな変更が可能であることを当業者には理
解されたい。たとえば、フレームとクランプアームの大きさと形状、およびクランプ機構
は、大きさまたは形状が異なる試料物質に対応するよう調整されてもよい。また、導電性
粉末の塗布方法として他の方法も同様に可能であり、なお所望の効果を生み出すものとす
る。
【００４０】
　また、セラミックビードを使用する必要はない。たとえば、導電性粉末は、ダスティン
グなど他の手段によって塗布されてもよい。
　指紋またはその一部が堆積した領域から指紋が反発しない、または反発しないであろう
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領域に対して、検出要素が引き付けられるように構成してもよいことについても当業者に
は理解されたい。
【００４１】
　導電性粉末は、どのような大きさ（たとえば、１０μｍ）であってもよい。金属物質は
、たとえば銅、スチール、アルミニウム、ブラス（上記）、または他の適切な金属物質で
あってもよい。
【００４２】
　円板１４は、大きさと形状が異なる物品に対応するよう、互いに近づき離れて移動可能
であってもよい。
　本方法は、隔離した環境にある物品で実施する必要はない。特に、現場の物品で実施し
てもよい。たとえば、電位と検出要素は、現場の物品に直接適用されてもよい。

【図１】 【図２】



(9) JP 5331099 B2 2013.10.30

【図３】 【図４】

【図５】
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